
健やか親子 21シンボルマーク使用規程

平  成  22 年  4 月  30 日

健 'や か 親 子 21推 進 協 議 会

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

1.使用の趣 旨

健やか親子 21の普及啓発に資するために使用するものとする。

2.使用の範囲      :        _
(1)厚生労働省が健やか親子21に関する普及啓発のため作成する以下のもの

ア ポスター      :                      |
イ ′くンフレット

ウ シール                   .
工 健やか親子 21ホームペーツ

オ その他普及啓発のためのもの

(2)地方公共団体及び健やか親子 21推準協議会参加団体が健やか親子 21に関わる

●  普及啓発に活用するもの     1
(3)上記 (2)以外の団体であつて、健やか親子21の趣旨を踏まえた活動をしてい

るものが、その普及啓発に活用するもの            1

3.使用期限

健やか親子 21の計画期間とする。

4.使用基準                    プ

(1)地方公共団体及び健やか親子 21推準協議会参加団体等が行う「健やか親子21」

に関する普及啓尭に活用しようとするもので、次の条件をすべて満たす場合に使用
することができるものとする。    .
①健やか親子21の普及啓発に資するものであること。                ‐

②子育てに関する環境整備に資するものであること。

③広く一般を対象とした事業であること。

④営利を目的としないこと。       ‐    .         |
⑤特定の企業、商品の宣伝等に使用されるものではないこと。

(2)「 2.使用の範囲 (3)」 に該当する団体が健やか親子 21・ シンボルマ~ク を使用
する際には、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課に対し申請しなければな

｀

1ら ない。申請時に団体の活動内容、組織についての詳細を併せて提出するもめとし、       ・

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課において使用の許可にらいて審査、判
断するものとする。                                    ・

(3)シ ンボルマニクを使用する際、カラーで使用する場合は、色は変えないこと。た
だし、カラ●が不適当な場合は、モノク■の使用も可能とする。           :
また (原 則 として 「健や か親子 21」 公式 ホー ムペ _ジ ァ ドレス

htむ ://rhino med.yallllanatti.ac jprSukoyaka/を 掲載すること。
｀

5.その他

この規程は平成 22年 4月 30日 から施行する。
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健やか親子21

「健やか親子 21」 は、2001～2014年の母子保健の国民運動です。

「健やか親子24」 については、以下の公式ホームベージをご参照下さい。

htto://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sし koyaka/i∩ de文 :html




